
第２回こくみん共済Ｕ１２サッカーリーグｉｎ神奈川（全県少女）実施要綱 

2016-02-02 

１．目 的  少女が第４種に統合されて、少女が少年の中に埋もれてしまわない様、少女チーム 

だけのリーグを創設して、神奈川県少女サッカーの伝統を継承し、少女サッカーの 

さらなる普及育成と発展を目的とする。 

２．大会名称 第２回こくみん共済Ｕ－１２サッカーリーグｉｎ神奈川 

３．主 催  公益財団法人 日本サッカー協会 

一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

４．主 管    一般社団法人 神奈川県サッカー協会第４種少年・少女部会 

５．運 営   一般社団法人 神奈川県サッカー協会第４種少年・少女部会 少女グループ 

６．特別協賛 全労災（全国労働者共済生活協同組合連合会） 

７．期 日  ◆前期リーグ ４月～６月 

        4 月 17 日(日)､23 日(土)､24 日(日)､29 日(水祝､予備) 

5 月 8 日(日)､14 日(土)､15 日(日)､22 日(日)､29 日(日､予備) 

6 月 5 日(日)､11 日(土)､12 日(日)､19 日(日)､25 日(土､予備)､26 日(日､予備) 

       ◆後期リーグ ７月～１０月 

        8 月 27 日(土)､28 日(日) 

9 月 4 日(日)､11 日(日)､18 日(日)､19 日(月祝､予備)，26 日(土、予備) 

10 月 1 日(土)､2 日(日)､9 日(日)､10 日(月祝)､15 日(土､予備)､16(日､予備) 

８．参加資格  １）平成２８年度日本サッカー協会第４種登録団体（チーム）であり、８名以上の

登録女子選手で構成されていること。 

         但し、５年生以下だけで構成されたチームはエントリー出来ない。 

２）次の条件のすべてを満たすチームは、複数（２チーム）の参加を認める。 

           ・エントリーする選手（１チーム１５名以上）は、すべて６年生であること。 

          ・監督者、公認審判員（２名）が同一人物でないこと。 

          ・会場を提供すること。  

３）全県少女リーグにおいては、次の参加資格を追加して適用する。 

①第４種登録女子選手が８名以下の２つの登録団体同士による合同チーム。 

②第４種に登録した団体チームに、５名以下の他団体の第４種登録女子選手が

加わるチーム（選手数１６名を上限とする。）の参加を認める。 

但し、①②を逸脱するチームは「選抜」または「補強」と見なし、参加を 

認めない。 

 また、同一選手が複数のリーグ、複数のチームへ参加することは認めない。 

※この追加処置については、リーグ戦のみの適用とする。 

①②の資格で参加しているチームについては、全日本少年サッカー大会 

神奈川県予選への推薦はしない。   

４）大会当日までに選手証が発行されていない場合は、電子選手証でも可とする。       

選手証に不備または不携帯の場合は、当該試合への出場を認めない。 

(選手証の提示は、試合当日の最初の試合のみとする。) 



       ５）選手がスポーツ傷害保険に加入していること。 

９．会 場   県内各グラウンド 

10．参加費   ２０，０００円 

11．申込方法 １）「登録及び参加確認表」と、リーグ「エントリー表」「前期日程調整表」を、 

２０１６年２月１７日（水）までに、次の宛先へメール送信すること。     

第４種少年・少女部会 少女グループ 石野光人 

[kfa.4class.ladies@gmail.com] 

       ２）「参加申込書（署名捺印）」と、参加費２０，０００円を持って、 

２月２０日（土）１９：００～、ユニコムプラザさがみはらセミナールーム 1 

（ｂｏｎｏ相模大野サウスモール 3F）にて開催する、「第２回こくみん共済 

U-12 リーグ、県大会、少女フェスティバル参加チーム 合同説明会」に、 

チーム代表者（責任者）が出席のこと。 

12．競技方法 １）全県少女リーグ参加チームを、５つの地域のチームが２ｏｒ３ブロックの 

１つに偏らない様に抽選して分け、前期リーグを行う。 

前期リーグの結果を基に、後期リーグを上位と（中位と）下位ブロックに 

分けて行い、中央大会（全日本少年サッカー神奈川県予選）の５チームの 

出場枠については、その結果を反映する。 

２）リーグの勝点は勝（３）、分（１）、敗（０）、不戦勝（３）、不戦敗（－１） 

とし、不戦勝の場合のスコアは３－０、不戦敗は０－３。 

勝点が同じ場合は、得失点、総得点、当該チームの対戦結果、抽選の順で順位 

を決める。 

         ※棄権又は選手数の不足、選手証の不備により試合が開始できない場合も、 

当該チームは不戦敗、相手チームは不戦勝とする。 

       ３）リーグ戦は、集中的に行わず、リーグ期間中に平均して行うこととする。 

        ※１日に２試合、１週で２試合、１ヶ月で６試合までとするが４試合が望ましい。 

       ４）「８都県少女サッカーフェスティバル」が、従来通り８月に開かれる場合は、 

全県少女リーグ前期の成績の上位チームを推薦する。 

         「８都県少女サッカー大会」が、従来通り１１月に開かれる場合は、全県少女 

リーグ後期の成績の上位チームを推薦する。 

13．競技規則 １）大会実施年度の（公財）日本サッカー協会競技規則、及び８人制サッカー競技 

         規則による。一部リーグ戦用として規定を定める。 

２）ピッチサイズは、６８ｍ×５０ｍを基本とする。コートサイズは、会場の 

事情に応じて設定してもよい。 

       ３）ゴールは少年用（５ｍ×２．１５ｍ）とする。 

              ４）試合球は４号検定球として、チーム持ち寄りとする。  

５）多くの選手に出場機会ができるように、合同・補充チームを除き登録選手数 

の制限はしない。試合開始時、８名に満たない場合は不戦敗とする。 

６）ユニフォームは、色の異なる正・副２着を持参すること。ＧＫ服も同様とする。 

７）審判は３人制を採用する。 

８）試合時間は１５分ハーフとする。ハーフタイムは５分とする。 



９）キックオフからの直接ゴールインは得点と認めず、相手チームのゴールキック 

  で再開する。 

10）選手が退場を命じられた場合は、交代要員の中から補充できる。 

   警告、退場はその試合のみとし、累積はしない。   

11）飲水タイムの有無は、試合開始前にチームに通告する。 

12）負傷した選手の程度を確かめるために入場を許される指導者の数は、２名 

以内とする。 

14．確認事項 １）メンバー表の提出、選手証及びユニフォームの確認について 

・定められた試合開始時刻の３０分前までに、選手証を添えて本部へ１部、 

相手チームに１部提出する。メンバーチェックは、試合開始１０分前に行う。 

・選手証に不備がある場合及び不携帯の選手は、当該試合への出場は認めない。 

なお、試合日の最初の試合のみ選手証の確認を行う。 

        ・メンバー表は部会 HP よりダウンロードし使用して、試合ごとに提出する。 

        ・正副２組のユニフォームを準備し、事前に相手チームと打合せをし、ユニ 

フォームを決定する。ユニフォームが類似色で、チーム間で決定できない 

場合は、本部が決定する。 

２）選手交代について 

・交代の回数は制限しない。（自由な交代を適用する。）「交代票」は使用しない。 

 ・交代は、交代ゾーンを活用して、インプレー中においても交代できる。 

但し、入退場する選手は、交代ゾーンからの入退場のみとする。 

・ＧＫの交代においては審判へ申告の上、アウトオブプレー中に交代する。 

ＧＫ同士、ＧＫとＦＰの交代両方に当てはまる。 

・試合前の選手チェックは、ベンチ入り選手全員について試合前に行う。 

・負傷における交代は、負傷者近くのラインから交代が許される。 

       ３）ベンチについて 

        ・ベンチに入る選手は、各々ビブス等をつける。 

        ・ベンチは対戦表の右側（左側）がグランドに向かって右側（左側）を使用する。 

        ・ベンチからの指示者は試合を通じて１名とし、指導者としてふさわしい言動で

臨むこと。 

        ・退席を命じられた指導者は、次の１試合は、ベンチに入ることはできない。  

         それ以降の処置については部会規律委員会で決定する。 

      ４）審判について 

・審判員は、３人制で行う。 

       ・チームは、日本サッカー協会公認審判員を２名帯同させる。 

       ・試合前に、３名で分担等の打ち合わせを、必ず行うこと。    

        ・決められた審判割当て（試合）の審判を行う。 

                 ※ブロック幹事は、運営がスムーズに進めるように審判割り当てを組むこと。                 

       ５）天候等の事由による中断、中止の処置 

        ・選手の健康・安全・会場状況を最優先とし、雷、大雨等の荒天の場合は、適切 

な判断で対応する 



        ・中断は、会場責任者の判断で行う。                 

再開できる場合：規定の試合時間の残り時間とする。 

※再開については、会場責任者と審判で決定する。 

再開できない場合：再試合とする。 

※但し、前半が終了している場合は、試合成立とする。 

        ・中止の判断は、ブロック幹事（チーム）と会場責任者（チーム）で下す。 

        ・中止の場合は：ブロック幹事から各チーム及び少女リーグ責任者へ報告する。 

       ６）学校行事（運動会、修学旅行、林間学校、参観日）・地域行事について 

・学校行事のために試合人数が集まらない場合は、棄権扱いではなく、他の 

実施日に試合を組むように配慮する。 

また、県協会推薦で出場する大会についても配慮する。 

但し、地域行事については、配慮しない。 

・チームにおいては、日程作成の際に事前に申し出る。 

・この処置は、学校行事で選手が８名に満たない場合とする。 

不正が発覚した場合は、県少年・少女部会で、今後の処遇について審議する。 

15．留意事項  ・チームは、会場到着後受付を行い、会場説明を受ける。 

・事故のないように十分注意し、事故発生の時は個人の責任で処理する 

         ・駐車場の駐車台数が会場により異なるため、会場からの指示に従う。 

16．問合せ   ・一般社団法人 神奈川県サッカー協会第４種少年・少女部会 少女グループ 

リーグ責任者     石野光人  kfa.4class.ladies@gmail.com 

部会少女担当     吉村 望  yoshinoz@nifty.com 

以上 

 

 


